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はじめに

　本 稿 に お け る「国 際 児（intercultural 

children）」は、「国籍と民族が異なる男女の間

に生まれた子ども」を指す１）２）。たとえば、

日本人女性とアメリカ人男性、日本人男性と

フィリピン人女性、韓国人男性とドイツ人女

性の間に生まれた子どもである。

　近年、日系国際児（両親のどちらか一方が

日本人、他方が外国人の子ども）の増加が著

しい。人口動態統計によると、日本国内の総

出生数に占める日系国際児の割合は、調査が

開始された１９８７年以来、上昇傾向にある。

２００３年の日系国際児の出生数は、２１,５２２人で

あり、総出生数の１.９２%（５２人に１人）を占

めている３）。地域の保育園、幼稚園、公立学

校に通学する国際児も増えている。特に、幼

児教育の分野では、国際児や外国籍の子ども

の増加とともに、多文化保育も少しずつ浸透

してきている（李、２００３）。

　国際児は、二つ以上の文化・言語が存在す

る家庭環境や、家庭内と周囲（家庭外）とで

は文化・言語が異なる状況で育つことも多い。

また、成長過程で、親の都合によって、二つ

以上の国（両親の出身国など）に居住したり、

あるいは、二つ以上の国の間を複数回移動す
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The purpose of this paper is to discuss the issues in research on cultural identity formation 

in intercultural children with Japanese ancestry.　Namely, the “diversity of intercultural 

children”, “the problems of the research methods” “research points”, and “research ethics” 

will be addressed.  Because of the diversity of intercultural children, qualitative research 

(especially, case studies), fieldwork, long-term/longitudinal research, analysis of secondary 

data, interdisciplinary research/research attitudes and research by the intercultural child 

himself/herself are considered as the useful research methods.　Then, analysis of the cul-
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in the future.
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ることも少なくない。このような多文化環境

のなかで生育する国際児にとって、言語習得、

文化習得、文化的アイデンティティ形成など

は重要な課題であるが、日系国際児の増加が、

最近の社会現象であるため、それらについて

の研究の蓄積は十分ではない。そのなかで、

比較的関心がもたれているのは言語習得であ

る。主に、二言語習得過程（山本、１９９１、な

ど）、家族成員間の言語使用（山本、１９８５、な

ど）、英語習得（鎌田、１９９９など）が取り上げ

られているが、対象者のほとんどは親の母語

が日本語と英語の日系国際児である。親が英

語圏出身者と日本人以外の組み合わせである

日系国際児の言語習得を扱った研究としては、

日系インドネシア人の日本語習得について言

及した鈴木（１９９６）などがあるにすぎない。言

語習得以外の研究としては、日本在住の日米

国際児の実態を明らかにした新田（１９９２）、ア

メラジアン４）の教育権や言語教育などを問題

にしている野入（２０００）やマーフィー重松

（２００２）、日系国際児の学習環境などを把握し

ようとした高橋（２００２）、カナダ在住の日系国

際児の日本文化継承を扱った嘉納（２００３）な

どがあげられる。しかしながら、日系国際児

の文化的アイデンティティやアイデンティ

ティを中心的なテーマとして取り上げた研究

は極めて少ない（鈴木、２００４； Murphy-Shige-

matsu, S., １９９７など）。

　文化的アイデンティティは、「自分がある

文化に所属しているという感覚・意識」、「文

化的帰属感」である。多文化環境で成長する

国際児にとって、文化的アイデンティティ形

成は、中核的な課題（問題）であり、「自分に

ついての総合的・統合的な意識」であるアイ

デンティティの形成と深くかかわっていると

考えられる。筆者は、インドネシア在住の日

系国際児の文化的アイデンティティ形成とそ

れに影響を及ぼす要因を明らかにする目的で、

１９９１年以来、フィールド調査を継続してい

る５）。その調査の中間的な結果は、日系国際

児の文化的アイデンティティ形成には、居住

地（国）（現在の居住地の環境、居住地の選択、

住み心地のよさ、など）、日本人の親の性別

（どちらの親が日本人か）、両親の文化（国）

の組み合わせ（それぞれの文化・社会のなか

での国際児の位置付けに関与）、国際児の外

見的特徴（例：居住地の人たちとの外見的類

似度）、家庭環境（親の属性、夫婦関係、きょ

うだい、言語使用、経済状態、将来計画、な

どだが、なかでも経済状態の影響は大きい）、

学校環境（どの学校を選択するか、日本語補

習授業校に行かせるか）などの要因が影響を

及ぼすことを示唆している（鈴木、２００４）。ま

た、国際児が二文化の混合のアイデンティ

ティである「国際児としてのアイデンティ

ティ」を構築する条件として、二つの言語と

文化の習得、および、居住地が国際児を肯定

的にとらえる社会であること、さらに、国際

児は複数文化を常に意識しながら、自分自身

の文化的アイデンティティを一生模索してい

くことを指摘している。

　すでに述べたように、日系国際児の文化的

アイデンティティ形成については、十分な研

究がなされているわけではないので、不明確

な点も多い。日系国際児が、ますます増加し

ていくことが予想される現在、国際児の文化

的アイデンティティ形成について明らかにし

ていくことは、極めて重要であろう６）。本稿

では、筆者の研究結果（上述）を踏まえた上

で、日系国際児の文化的アイデンティティ形

成についての研究の問題点を整理し、検討す

ることを目的とする。
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１．日系国際児の多様性

　日系国際児の文化的アイデンティティ形成

に関する研究において、まず考慮しなければ

ならないのは、日系国際児の多様性である。

Table１は、日系国際児の多様性を生み出す

主な条件を整理したものである。

　Ａ群は、国際児が生まれたときに決まって

おり、自分自身では、選択できない事柄であ

る。特に、①から③は、両親とも日本人の子

どもの場合には、問題にならない、国際児特

有のものである。B群は、生後、成長ととも

に変化し、成人すれば、国際児自身で選択可

能な事柄でもある。Ｃ群は、その他の一般的

な条件であり、年齢や性別などである。

　Ａ群の①は、同じ日系国際児であっても、

日本人ではない（外国籍の）親の出身国によっ

て異なる、日本あるいは、ある社会（例：外

国籍の親の出身国）における国際児のイメー

ジや位置付けを決める。国の経済力、言語の

優位性、両国の関係性などと関与している。

たとえば、日系国際児が日本に居住しており、

日本よりも外国籍の親のX国がより肯定的に

評価される場合には、一般的に、その国際児

は肯定的なイメージで見られ、反対に、日本

と比較してX国が低く評価される場合には、

否定的にみられることが多い。さらに、一国

内における親の出身地域が問題になることも

ある。②は、父親が日本人で母親が外国籍な

のか、母親が日本人で父親が外国籍なのかと

いうことであり、法律上の問題（例：国籍）

などにも関係する。たとえば、インドネシア

は父系制なので、父親がインドネシア人の場

合は、国際児もインドネシア人としての権利

等をもつが、母親がインドネシア人の場合は、

外国籍の父親に従うので、外国人として扱わ

れる。③は、遺伝によって規定される、国際

児の外見的特徴（目や膚の色、体型など）で、

どちらの国の標準的な身体的特徴を多くもっ

ているかということであり、居住地の人たち

との類似度も問題になる（「目立つ」か「目立

たない」か）。国際児によっては、成長ととも

に変化する場合もある。④の出生地は、母の

国か、父の国か、それ以外の国かである。出

生地は、程度の差はあっても、国際児の「こ

だわり」として生涯にわたって意味をもつ

（鈴木・片寄、１９９７）。

　Ｂ群の⑤は、現在の居住地（あるいは、将

来の定住地の選択）がどこかということであ

る（母の国、父の国、そのほかの国）。国際児

は、居住地の社会・経済システムや文化など

に影響を受け成長する。⑥には、親の個人特

性（教育程度など）、家族構成、言語使用、宗

教など多くの事柄が含まれるが、そのなかで

も、夫婦関係と経済状態が国際児に与える影

響は大きい。この家庭環境は、⑦学校環境

（学校選択を含む）を規定し、国際児の将来の
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Table１　日系国際児の多様性を生み出す主な条件

Ａ：生まれながらに規定される条件（自己

選択が不可能なもの）

　①親の国籍の組み合わせ

　②日本人の親が父親か母親か

　③国際児の外見（生物学的なもの）

　④国際児の出生地　　

Ｂ：生後規定される条件（成長とともに自

己選択可能なもの）　　　　

　⑤国際児の居住地

　⑥家庭環境

　　　　　→⑦学校環境　→（仕事）

Ｃ：その他（年齢、性別など）



職業（仕事）選択にも関与するが、成長とと

もに、国際児自身が選択できる可能性が大き

くなる。

　厳密には、日系国際児であっても、①から

⑦のひとつでも異なる国際児は、（文化的）ア

イデンティティ形成について異なった条件を

もつと考えられる。また、Ｂ群⑤～⑦の変化

は、国際児の（文化的）アイデンティティや

言語習得に新しい可能性（あるいは、危機）

をもたらす。さらに、Ｃ群が加わることに

よって、いっそう複雑になる。国際児は非常

に多様である。そして、この多様性が、国際

児の研究を困難にしている。各条件の違いを

踏まえ、国際児の多様性を認識した上で、研

究をおこなう必要がある。次に、国際児の多

様性の具体例を二つ示す。

［具体例１］

　「出生地」①と「居住地」⑤（移動と定住）

による国際児の多様性

タイプⅠ：日本生れ、日本育ち

タイプⅡ：日本生れ→外国→日本（繰り返し）

タイプⅢ：日本生れ→外国育ち

タイプⅣ：外国生れ、外国育ち

タイプⅤ：外国生れ→日本→外国（繰り返し）

タイプⅥ：外国生れ→日本育ち

　ⅠとⅣは、生れたところに一生定住するタ

イプである。ⅡとⅤは、日本生れか、外国生れ

か（出生地）は異なるが、その後、日本と外国

との間の移動を繰り返すタイプである。IIIと

VIについては、出生地は異なるが、一度だけ移

動し、出生地とは異なる国に定住するタイプ

である。ここでの外国は、外国籍の親の出身

国である場合が多いが、それ以外の国の可能

性もある。

［具体例２］

　「家庭環境」⑥（国際児と主な養育者）によ

る多様性

タイプⅠ：両親と国際児

タイプⅡ：母親と国際児（父親と国際児）

タイプⅢ：祖父母と国際児

タイプⅣ：養母・実父（実母・養父）と国際児

タイプⅤ：養父母と国際児（養子）

タイプⅥ：孤児（国際児）

　　　

　Ⅰは、両親と子どもがいっしょに生活して

いる家庭である。Ⅱは、両親の離婚、一方の親

の死亡、未婚の母などの理由で、親一人と国際

児が生活するタイプ、Ⅲは、両親の死亡、ある

いは、なんらかの理由で両親とは暮らすこと

ができないので、祖父母、あるいは、祖父母の

どちらかといっしょにいる場合、Ⅳは、離婚後、

あるいは死別後、再婚した親とその配偶者と

ともに国際児が暮らす場合、Ⅴは、国際養子縁

組のケース、そして、Ⅵは、施設等で生育する

場合である。

２．研究方法の問題

　国際児が、多様であるために、研究方法に

も工夫が必要である。上述のＡからＣまでの

条件がある程度同じ国際児を数多く集めるこ

とは容易なことではないし、定量的な研究が

国際児の文化的アイデンティティ形成の解明

に適切かどうかも明確でない。次に、国際児

の文化的アイデンティティ形成を研究する際

に、有用であると思われる研究方法について

考察する。

（１）事例研究などの質的研究

　ひとりひとりの国際児が微妙に異なる条件

をもつことが予想されるので、量的な研究方
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法よりも、質的な研究方法に研究成果を期待

できる。たとえば、個人面接（法）などによ

り、個々の対象を詳細に記述・分析していく

事例研究などが有効であるように思われる。

研究目的によっては、量的な研究方法も適宜

使用することは可能だろう（例：鈴木、２００３）。

（２）フィールドワーク（現場）的研究

　国際児の文化的アイデンティティ形成を問

題にする場合には、国際児を取り巻く総合的

な環境（経済、法律、文化・社会的環境、歴

史的視点など）との関連で国際児を理解する

ことが必要不可欠である。そのためには、国

際児が生活している家庭、学校、地域社会等

の現場（フィールド）に研究者自身が入り込

み、国際児やその周囲の人々との関係を深め

ながら、研究を進めていくことが望ましい。

（３）長期的・縦断的（継時的）研究

　個々の国際児を、ある一時点（あるいは、

短期間）においてのみ問題にするのではなく、

国際児をとりまく総合的な環境の変化も視野

に入れながら、長期的に追跡するような研究

によって、国際児の文化的アイデンティティ

形成のプロセスや要因を明確にすることが可

能になるだろう。また、生涯発達的な視点を

取り入れることも大切だろう。

（４）二次的資料の分析による研究

　実証的な研究以外にも、国際児についての

記録（例：生育記録）・伝記や国際児自身によ

る自伝・日記等を用いることも可能だろう７）。

特に、自伝の分析は、国際児の内面を理解し

たり、（文化的）アイデンティティを明らかに

するために有用であると考えられるが、執筆

した時点での国際児の回想であることを考慮

した上で、有効に使用する必要がある。

（５）学際的な研究・研究姿勢

　国際児の文化的アイデンティティ形成の解

明には、心理学、教育学、文化人類学、社会

学、法学、政治学、神経生理学、遺伝学、な

どの学問分野からの取り組みが期待できるし、

綿密な計画に基づく学際的な協同研究も有効

であろう。また、研究者が、各自の専門分野

についてだけではなく、学際的な興味と知識

を備えていることが、国際児の文化的アイデ

ンティティ形成のような複雑な研究には不可

欠であるように思われる。たとえば、心理学

者であっても、法律や政治・経済、教育制度、

あるいは、生理学等に造詣が深ければ、ある

事象について、多面的・総合的な分析や解釈

が可能になる。

（６）国際児自身による研究

　イーミック（emic）的アプローチとイー

ティック（etic）的アプローチがあるが、前

者は、ある特定社会の内部から行動を研究す

るのに対して（当事者の視点）、後者は、外部

からある特定の行動を明らかにしようとする

（Segall, A. H. １９９０）。日系国際児数の増加が

新しい社会現象であるために、国際児自身に

よる、国際児の文化的アイデンティティにつ

いての研究は極めて少ないが（例：Murphy-

Shigematsu, S., １９９７）、今後、国際児のなかか

ら研究者が育つことによって、新たな研究成

果が期待できるだろう。

　以上、国際児の文化的アイデンティティ形

成に関する研究に有効と思われる研究方法に

ついて言及したが、研究対象や目的によって、

研究方法を選択したり、複数の研究方法を適
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宜組み合わせることによって、稔りある研究

成果が得られると考える。

　筆者は、上記（１）から（５）を含む「文

化人類学的―臨床（発達）心理学的アプロー

チ」（鈴木・藤原、１９９２； Suzuki, K., ２０００）

を国際児の文化的アイデンティティ形成に関

する研究に使用している。これは、長期的・

縦断的フィールドワーク、ラポールと支援・

援助、非構造的・半構造的面接、参与観察、

マクロ・ミクロ的視点、文化・社会・歴史的

視点というキーワードによって説明されるよ

うなアプローチである。すなわち、国際児を

とりまく文化・社会環境（社会・経済・制度、

教育、など）に配慮し、時間の流れのなかで、

対象者との相互的信頼関係を築き、それを大

切にしながら、必要ならば援助の手を差しの

べるなかで、資料を収集するというアプロー

チである。フィールドノート等に基づき、時

間の経過（時系列）による詳細な個別カード

を作成し、変化に着目し、質的な分析をおこ

なう。回想法による資料の収集ではなく、研

究者がリアルタイムで対象者の考え方や変化

（あるいは、環境とその変化）を捉えることが

できる。

３．研究課題

　ここでは、現時点における、国際児の文化

的アイデンティティ形成に関する研究課題に

ついて取りあげる。

（１）事例研究による、国際児の文化的アイ

デンティティ形成過程とその際に生じる

問題の解明

　多様な日系国際児が存在するために、国際

児として一括して論じられないことについて

はすでに言及した。研究蓄積の少ない現状で

は、それぞれの国際児について、個別に詳細

な資料を収集し、事例的に検討していくこと、

すなわち、事例研究が最も有効な研究手段で

あるように思われる。事例研究の結果を集合

し、国際児間の丁寧な比較検討作業によって、

共通点と相違点を明確化していくことが必要

であろう。このような作業の繰返しによる知

見の蓄積によって、日系国際児の文化的アイ

デンティティ形成には、一般的な（共通の）

プロセスがあるのか、もしあるとしたら、そ

れはどのようなプロセスなのか、それに影響

を及ぼす要因は何か、また、どのような問題

が生じやすいのか、などを明らかにすること

ができる８）。

（２）国際児の文化的アイデンティティ形成

への具体的な教育・支援を提示するため

の研究

　多文化環境のなかで成長する国際児が幸せ

に成長するためには、文化的アイデンティ

ティを育む教育や支援が重要である。日系国

際児の文化的アイデンティティ形成への教

育・支援について論じる場合には、子ども（国

際児）に対する教育・支援だけではなく、親

（外国人の母親・父親、日本人の母親・父親）に

対する支援、学校の教師への支援、地域社会

への支援などが問題になる。それぞれがどの

ような支援を必要としているのか、また、そ

れぞれの対象への支援がどのように国際児の

文化的アイデンティティをはぐくむ教育・支

援につながっていくのか、などを明らかにす

るための研究が必要である。それらの研究成

果によって、具体的な支援モデルを提示する

ことが可能になる。たとえば、国際児の親に

対する支援を問題にする際に、外国人の親の

方が日本人の親よりも多くの支援が必要であ
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ることは容易に推察できるが、具体的にどの

ような支援が必要なのか、外国人の親が父親

か母親かによって必要な支援は異なるのだろ

うか、日本人の親は支援を必要としていない

のだろうか、というような点を明らかにした

上で、実際の支援をどのように行っていった

らいいかを検討しなければならないだろう。

（３）巨視的な研究と研究成果の社会への還

元

　国際児の文化的アイデンティティ形成を問

題にするときには、それぞれの国際児につい

ての事例的研究や個人レベルの支援（ミクロ

の支援）は十分に意味のあることだが、社会

全体の変化を促すような研究や働きかけ（マ

クロの支援）も重要である。たとえば、国際

児としてのアイデンティティの構築には、二

つの文化・言語の習得と並び、居住地（国）

が国際児を受入れる必要性が指摘されている。

このような指摘は、これからの多文化時代に

おける、日本人と日系国際児との関係を考え

るきっかけを社会に提供し、国際児の受入れ

体制（社会システム、教育システムなど）の

整備を促す可能性をもたらす。また、法律の

変更（例：国籍法）、教育制度の改善（例：入

試制度）などを視野に入れた研究は、実際に、

それらの変更や改善につながるかもしれない。

すなわち、社会に対してなんらかの働きかけ

が可能であるような研究をおこない、その研

究成果を実際に社会へ還元していくことが望

まれる。

４．研究倫理

　国際児の文化的アイデンティティ形成を明

確にするためには、個人に焦点をあてた事例

研究が有効であることについて言及したが、

このような事例研究をおこなう際に、最も注

意を払わなければならないのは、研究倫理の

問題である。研究倫理については、アメリカ

心理学会（１９９２）の倫理網領や日本発達心理

学会（２０００）が監修したガイドブックなどが

あるが、ここでは、国際児を対象とした研究

において、特に考慮すべき事柄について取り

扱う。

（１）守秘義務

　守秘義務は、国際児を対象とする研究に関

する倫理のなかでも、極めて重要である。心

理学等の研究分野では、研究調査上入手した

調査対象者（協力者）の個人的な情報につい

ては守秘義務があるが、義務としてだけでは

なく、常に個人を尊重し、迷惑がかからない

ようにする研究姿勢が望まれる。実際の調査

の際には、調査対象者に対して、研究者には

守秘義務があることを説明することによって、

個人の情報が他者には伝わらないことを理解

してもらうことが必要である。そうでない場

合は、調査に協力してもらえなかったり、た

とえ協力してもらえたとしても、正しい回答

が得られなかったり、せっかくの調査内容が

信頼のおけないものになる可能性もある。

（２）個人が特定されないような工夫、ある

いは、個人の了解を得る必要性

　研究成果の発表の際に必ず配慮しなければ

ならないことは、「個人が特定されないこと」

である９）。この点が明確でない場合は、原則

として発表すべきではない。特に、不特定多

数の人の目にふれる出版物の場合には、細心

の注意が必要である。仮名はもとより、研究

の本質にかかわりのない情報については一部

変更して提示することが通常おこなわれてい
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る。しかし、日系国際児同士はなんらかの

ネットワーク（地域、学校、私的なクラブ等）

で繋がっていることも多く、仮名を用いたり、

個人情報の一部を変更して提示しても、特定

のネットワーク内では、その国際児が特定さ

れる可能性が高い場合も少なくない。そのよ

うな場合には、研究成果を発表することや、

発表予定の内容について国際児自身（未成年

の場合には、親）から了解を得られることが

望ましい（例：同意書）。しかしながら、長期

にわたる継続的な調査のなかでの中間的な発

表の際には、調査対象者に発表内容を提示し

たことが、次の調査に思わぬ影響を及ぼすこ

ともあるので、状況によって、どのような方

法で了解を得るべきかを十分に考慮しなけれ

ばならないだろう。

（３）研究結果が、ある国（あるいは、集団）の

批判や不利益になるような場合

　研究の進行とともに、その研究結果（ある

いは、その一部）が、国際児の居住する国や

国際児が所属する集団の批判や不利益につな

がることが明らかになることがある。そのよ

うな結果の発表の際には、研究者、あるいは、

人間としての根本的な姿勢が問われることに

なるが、それぞれの状況によって（発表後、

起こりうる事態についても考慮しながら）、

発表すべきかどうか、慎重に吟味する必要が

ある。継続調査の場合には、成果を発表した

ことによって、研究の継続が不可能になるこ

ともありえる。

おわりに

　本稿では、日系国際児の文化的アイデン

ティティ形成についての研究の問題点を、

「日系国際児の多様性」「研究方法の問題」「研

究課題」、そして、「研究倫理」に整理し、検

討した。

　日本における、日系国際児の文化的アイデ

ンティティやアイデンティティ形成に関する

研究はまだ始まったばかりである。日系国際

児は、今後さらに増加することが推定される。

国際児が、二つの文化（異質なもの）を統合

し、文化的アイデンティティやアイデンティ

ティを構築していく過程についての研究は、

私たちが、二つの異なった事項を自分のなか

で統合していかなければならないときに、大

きな示唆を与えてくれるように思われる。そ

の意味でも、日系国際児の（文化的）アイデ

ンティティ形成についての研究成果が早急に

蓄積されていくことが望まれる。

＜注＞
１）「国籍」は、オリジナルな国籍（出生時の国籍）

をさす。また、本稿では、祖先（例：祖父母）のひ

とりが外国籍である子どもや国際児どうしの間に

生まれた子どもは含めないことにする。

２）「国際児」の定義については、「国際児」を「国籍、

人種、民族などのいずれか、あるいは、複数が異な

る男女の間に生まれた子ども」として、広義にとら

える立場もある（鈴木、２００４参照）。また、「国際児」

のなかに、外国人の子どもや海外帰国生を含める

場合もある（例：石河、２００３）。

３）海外における日系国際児数の増加も報告されてい

る（鈴木、２００４）。

４）アメラジアン（Amerasian）とは、アメリカ人と

アジア人の間に生まれた国際児をさす言葉である。

５）毎年２～３回、各回２～８週間、デンパサールを

中心とする、最も都市化した地域でフィールド

ワークを実施している。主な対象は、日系国際児

とその親（約３０家族で、ほとんどの子どもは、日本

語補習授業校に在籍しているか、在籍した経験が

ある）である。調査当初、国際児のほとんどは、乳
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幼児だったが、現在、これらの国際児の大部分は、

思春期・青年期に達している。継続的な調査のため、

諸事情により対象者には多少変動がある。フィー

ルドノートの作成のほか、面接調査や質問紙調査

も実施している。研究の詳細については、鈴木

（１９９６、１９９７、１９９８、１９９９、２００１、２００４）、鈴木・藤

原（１９９３）、鈴木・片寄（１９９７）等参照。

６）国際児の文化的アイデンティティ形成を考察する

際には、言語との関連についても言及すべきだが、

広範な議論になるので、本稿では、言語については

最少限度にとどめる。

７）たとえば、西平（１９９６）は、伝記資料を用いて、

人格形成の過程や条件を研究しており、生育史心

理学と名付けている。

８）アイデンティティは、エリクソン、E.H.（１９５０）

によって，広く普及した概念である。その後、アイ

デンティティのとらえ方は、時代や立場によって

異なってきている。それにもかかわらず、アイデ

ンティティについては、さまざまな視点から多数

の研究成果が内外で発表されて続けている。国際

児の文化的アイデンティティ形成の研究は、アイ

デンティティをめぐる理論に新たな発展をもたら

すことが期待できると考えるが、この点に関して

は、稿を改めて論じたい。

９）調査対象者のなかには、例外的に、実名で発表さ

れてもかまわないという人もいる。そのような場

合であっても、発表後、不快感を示す人もいる。ま

た、場合によっては、訴えられる可能性がないわけ

ではない。実名（あるいは、個人が特定されるよう

な形）での発表には十分な注意が必要である。
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